
e スポーツコンテンツ造成業務委託公募型プロポーザル 質問と回答 

 

№１ 

項 目 実施要領について（５－（３）－ウ業務実績調書（様式第２号）） 

質 問 様式第２号の業務実績調書の添付書類について、契約件名・契約相手方名・

契約金額・業務内容（概要）に該当する部分以外は黒塗りでの提出でもよい

か。 

回 答 問題ありません。 

 

№２ 

項 目 実施要領について（１２ 審査方法） 

質 問 企画提案参加者について新型コロナウイルス感染症対策等特別な条件があ

るか。 

回 答 マスクの着用や手指の消毒、事前の体温測定の実施など基本的な感染症対

策をしていただければ問題ありません。 

 

№３ 

項 目 実施要領について（１２ 審査方法） 

質 問 企画提案の参加人数の上限はあるか。 

回 答 ６名以内です。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、参加できる

人数を変更する場合があります。 

 

№４ 

項 目 仕様書について（４―（１）―ウ参加者） 

質 問 観覧者は来場者およびオンライン視聴者の合算でよいか。 

回 答 来場者のみとなります。 

 

№５ 

項 目 仕様書について（４－（１）―エ－④会場について及び４－（２）－エ－④

会場について 

質 問 e スタートアップイベント及び e スポーツ大会の小田原城址公園開催に関

して、ステージ周りで使用可能な備品(スピーカー・マイク・照明、等)はあ

るのか。 

また、運営事務局設置を行う際に、テントなどの備品は発注者所有の物を貸

与してもらえるのか。 



回 答 小田原城址公園において使用する備品については受託者にて準備となりま

す。 

また、受託者が必要とする備品を発注者が所有している場合には、協議の

上、貸与も可能です。 

 

№６ 

項 目 仕様書について（４―（２）―ウ参加者） 

質 問 観覧者は来場者およびオンライン視聴者の合算でよいか。 

回 答 来場者のみとなります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によりオ

フラインでの開催が難しい際にはオンラインの視聴者数となります。 

 

№７ 

項 目 仕様書について（４―（３）―ア開催時期） 

質 問 初回を 9 月中に開催する必要性はあるか。 

回 答 初回を必ず９月中に実施しなければいけない必要性はありません。 

 

№８ 

項 目 仕様書について（４―（３）―エ－④会場について） 

質 問 委託者にて準備する機材（ゲーミングパソコン、モニター、キーボード、マ

ウス、ヘッドセット、チェア各 5 台分及び大型モニター1 台)のスペックや

型番等は事前に情報共有してもらえるのか。 

回 答 機材の型番等について、現段階でお伝えすることはできません。 

 

№９ 

項 目 仕様書について（４―（３）―エ－④会場について） 

質 問 委託者にて準備する通信環境の状態（Mbps など）は事前に情報共有しても

らえるのか。 

回 答 通信環境の状態について現段階でお伝えすることはできません。 

 

№１０ 

項 目 仕様書について（７―（２）地域貢献について） 

質 問 イベントでの出店（屋台等）は誘致してもよいか。また、以前に委託者が行

ったイベントで協力頂いた地元企業のリストなどの共有は可能か。 

回 答 イベントにおける屋台等の出店は可能です。その際の出店等に関わる申請

（保健所申請等）は受託者にて実施してください。 



また、地元企業のリストについての共有はできません。 

 


